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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多数のピクセルが定義された基板と、
　前記基板上に第１方向に配列された第１及び第２データ配線と、
　前記基板上に前記第１方向と平行した方向に沿ってそれぞれのピクセルを区画するよう
に前記第１及び第２データ配線と平行しながらそれぞれのピクセルを間において交互に配
置された第１及び第２共通配線と、
　前記第２方向に沿って区画されたピクセルを間において前記第１及び第２データ配線、
第１及び第２共通配線と交差するように配置された第１及び第２ゲート配線と、
　前記第２方向に沿って区画されたピクセルが、前記第１及び第２ゲート配線、第１共通
配線及び第１データ配線により区画されたピクセルを第１ピクセル領域、前記第１及び第
２ゲート配線、第１データ配線及び第２共通配線により区画されたピクセルを第２ピクセ
ル領域、前記第１及び第２ゲート配線、第２共通配線及び第２データ配線により区画され
たピクセルを第３ピクセル領域に順次区分し、前記第１、第２及び第３ピクセル領域にそ
れぞれ配置された薄膜トランジスタと、
　前記第１、第２及び第３ピクセル領域にそれぞれ配置されて、前記薄膜トランジスタと
電気的に繋がったピクセル電極と、
　を含み、
　前記第１ピクセル領域に配置された薄膜トランジスタは、前記第１ゲート配線と第１デ
ータ配線間に配置され、第１ピクセル領域のピクセル電極にデータ電圧を供給し、前記第
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２ピクセル領域に配置された薄膜トランジスタは、前記第２ゲート配線と第１データ配線
間に配置され、第２ピクセル領域のピクセル電極にデータ電圧を供給し、前記第３ピクセ
ル領域に配置された薄膜トランジスタは、前記第１ゲート配線と第２データ配線間に配置
され、第３ピクセル領域のピクセル電極にデータ電圧を供給し、
　前記第１、第２及び第３ピクセル領域のそれぞれには、補償電極が配置され、
　前記第１ピクセル領域の補償電極は、前記第２ゲート配線と隣接し、第１ピクセル領域
に形成されたピクセル電極と重畳するように配置され、前記第２ピクセル領域の補償電極
は、前記第１ゲート配線と隣接し、第２ピクセル領域に形成されたピクセル電極と重畳す
るように配置され、前記第３ピクセル領域の補償電極は、前記第２ゲート配線と隣接し、
第３ピクセル領域に形成されたピクセル電極と重畳するように配置され、
　前記補償電極は、それぞれのピクセル領域において保護膜を間においてピクセル電極と
重畳され、
　前記第１及び第２共通配線のそれぞれには、前記第２方向に沿って両側のピクセル方向
に引き出され、それぞれのピクセルのピクセル電極と重畳されるように前記第１及び第２
共通配線と平行に形成されたストレージ電極部が形成され、
　前記第２方向に沿って形成されたそれぞれのピクセルの補償電極とストレージ電極部は
互いに垂直に配列され、
　前記第１及び第２データ配線は、それぞれ第２方向に沿って左右側領域に形成されたピ
クセル領域のピクセル電極にそれぞれデータ電圧を供給する
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　前記補償電極は、ゲート配線及びデータ配線のうちのいずれかと同一層に配置されるこ
とを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置に関するもので、より具体的には、画質を維持して製造費用を
節減することができる液晶表示装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　今日、液晶表示装置は、消費電力が低く、携帯性に優れており、技術集約的で、付加価
置が高い次世代先端ディスプレー素子として脚光を浴びている。
【０００３】
　液晶表示装置は、液晶の光学的異方性を利用した表示装置として、液晶に電界を印加し
て液晶の光透過率を調節することで、多様な映像を表示する。
【０００４】
　図１は、従来液晶表示装置の概略的な平面図である。
【０００５】
　図１を参照すれば、液晶表示装置は、映像を表示する液晶パネル１０、液晶パネル１０
に走査信号を印加するゲート駆動部２０、及び液晶パネル１０に画素電圧を印加するデー
タ駆動部３０を含む。
【０００６】
　液晶パネル１０は、相互に対向する第１基板及び第２基板と、両基板間に介在する液晶
層を含む。
【０００７】
　第１基板上に、多数のゲート配線２１と多数のデータ配線３１が相互に交差して定義さ
れた多数のピクセルを含む。ゲート配線２１は、ゲート駆動部２０と電気的に繋がってい
る。データ配線３１は、データ駆動部３０と電気的に繋がっている。
【０００８】
　ゲート駆動部２０は、ゲート配線２１に順次、走査信号を出力し、データ駆動部３０は
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、ゲート配線２１に走査信号が印加される区間に対応して選択されたゲート配線２１に電
気的に接続されたピクセルに、画素電圧を供給する。
【０００９】
　ゲート配線２１とデータ配線３１の数は、液晶表示装置の解像度によって変わる。例え
ば、液晶表示装置の解像度が１０２４×７６８である場合、データ配線３１は、１０２４
×３個が第１基板上に配置される。また、ゲート配線２１は、７６８個が第１基板上に配
置される。
【００１０】
　最近、液晶表示装置の解像度は、増加する傾向にあり、液晶表示装置に具備されたデー
タ配線もますます増加する。これに連れて、ゲート配線２１とデータ配線３１の数と同じ
数のチャンネルを持つように、データＩＣ及びゲートＩＣの数も増加する。従って、液晶
表示装置の解像度が増加するに伴って、製作費用が増加するという問題点がある。
【００１１】
　また、液晶表示装置で、垂直方向に形成されるデータ配線３１は、ゲート配線２１に比
べて本数が多く、ぎっしりと配列されるので、データ配線３１間の間隔確保が困難であり
、液晶表示装置の誤動作を起こすことがある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明の１つの課題は、データ配線の数を減少させて製造費用を減らすことができる液
晶表示装置を提供することにある。
【００１３】
　本発明のもう１つの課題は、液晶表示装置の画質を維持することができる液晶表示装置
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　前記技術的課題を解決するために、本発明の液晶表示装置は、多数のピクセルが定義さ
れた基板と、前記基板上に第１方向に配列された第１及び第２データ配線と、前記基板上
に前記第１方向と平行した方向に沿ってそれぞれのピクセルを区画するように前記第１及
び第２データ配線と平行しながらそれぞれのピクセルを間において交互に配置された第１
及び第２共通配線と、前記第２方向に沿って区画されたピクセルを間において前記第１及
び第２データ配線、第１及び第２共通配線と交差するように配置された第１及び第２ゲー
ト配線と、前記第２方向に沿って区画されたピクセルが、前記第１及び第２ゲート配線、
第１共通配線及び第１データ配線により区画されたピクセルを第１ピクセル領域、前記第
１及び第２ゲート配線、第１データ配線及び第２共通配線により区画されたピクセルを第
２ピクセル領域、前記第１及び第２ゲート配線、第２共通配線及び第２データ配線により
区画されたピクセルを第３ピクセル領域に順次区分し、前記第１、第２及び第３ピクセル
領域にそれぞれ配置された薄膜トランジスタと、前記第１、第２及び第３ピクセル領域に
それぞれ配置されて、前記薄膜トランジスタと電気的に繋がったピクセル電極と、を含み
、前記第１ピクセル領域に配置された薄膜トランジスタは、前記第１ゲート配線と第１デ
ータ配線間に配置され、第１ピクセル領域のピクセル電極にデータ電圧を供給し、前記第
２ピクセル領域に配置された薄膜トランジスタは、前記第２ゲート配線と第１データ配線
間に配置され、第２ピクセル領域のピクセル電極にデータ電圧を供給し、前記第３ピクセ
ル領域に配置された薄膜トランジスタは、前記第１ゲート配線と第２データ配線間に配置
され、第３ピクセル領域のピクセル電極にデータ電圧を供給し、前記第１、第２及び第３
ピクセル領域のそれぞれには、補償電極が配置され、前記第１ピクセル領域の補償電極は
、前記第２ゲート配線と隣接し、第１ピクセル領域に形成されたピクセル電極と重畳する
ように配置され、前記第２ピクセル領域の補償電極は、前記第１ゲート配線と隣接し、第
２ピクセル領域に形成されたピクセル電極と重畳するように配置され、前記第３ピクセル
領域の補償電極は、前記第２ゲート配線と隣接し、第３ピクセル領域に形成されたピクセ



(4) JP 5269540 B2 2013.8.21

10

20

30

40

50

ル電極と重畳するように配置され、前記補償電極は、それぞれのピクセル領域において保
護膜を間においてピクセル電極と重畳され、前記第１及び第２共通配線のそれぞれには、
前記第２方向に沿って両側のピクセル方向に引き出され、それぞれのピクセルのピクセル
電極と重畳されるように前記第１及び第２共通配線と平行に形成されたストレージ電極部
が形成され、前記第２方向に沿って形成されたそれぞれのピクセルの補償電極とストレー
ジ電極部は互いに垂直に配列され、前記第１及び第２データ配線は、それぞれ第２方向に
沿って左右側領域に形成されたピクセル領域のピクセル電極にそれぞれデータ電圧を供給
する。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、液晶表示装置のデータ配線数を減少させて製造費用を減らすとともに
、画質特性の低下を防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施例を液晶表示装置の図面を参照して詳細に説明する。以下に紹介さ
れる実施例は、本発明の思想が充分に伝達されるようにするために、一例として開示され
るものである。よって、本発明は、以下で説明される実施例に限定されるのではなく、他
の形態で具体化されることもできる。また、図面において、装置の大きさ及び厚さなどは
、説明の便宜を図り、誇張されて表現されることもある。明細書全体にかけて、同一参照
番号は、同一構成要素を現わす。
【００２２】
　図２ａ及び図２ｂは、本発明の第１実施例による液晶表示装置の説明をするために図示
した図面である。図２ａは、本発明の第１実施例による液晶表示装置の一部のピクセルを
図示した平面図である。図２ｂは、図２ａに図示されたＩ－Ｉ’ラインに沿って切断した
断面図である。
【００２３】
　図２ａ及び図２ｂを参照すれば、液晶表示装置は、液晶パネル（図示していない）と、
液晶パネルに外部から電気的信号を供給するデータドライバー（図示していない）及びゲ
ートドライバーを含む。
【００２４】
　液晶パネルは、映像を表示するための多数のピクセルＰ１～Ｐ８を含む。また、液晶パ
ネルは、第１基板１００、第２基板（図示していない）及び第１基板及び第２基板間に介
在する液晶を含む。
【００２５】
　第１基板１００上に、第１方向に配列された多数のデータ配線Ｄｎ、Ｄｎ＋１が配置さ
れている。データ配線Ｄｎ、Ｄｎ＋１は、多数のピクセルＰ１～Ｐ８を少なくとも第１方
向に沿って２列ごとに分割する。すなわち、データ配線Ｄｎ、Ｄｎ＋１は、第１方向と交
差する第２方向に配列された多数のゲート配線Ｇｎ、Ｇｎ＋１、Ｇｎ＋２、Ｇｎ＋３に沿
って形成されたピクセルを２個ずつ分割する。例えば、第１データ配線Ｄｎは、左右に接
続された２つのピクセルである第１ピクセルＰ１及び第２ピクセルＰ２に、画素電圧（ま
たはデータ電圧信号）を印加できる。よって、データ配線Ｄｎ、Ｄｎ＋１は、同一解像度
の液晶表示装置に具備されたデータ配線の数に比べて、半分に減らすことができる。
【００２６】
　第１基板１００上に、第１方向と交差する第２方向に配列された多数のゲート配線Ｇｎ
、Ｇｎ＋１、Ｇｎ＋２、Ｇｎ＋３が配置されている。すなわち、データ配線Ｄｎ、Ｄｎ＋
１と多数のゲート配線Ｇｎ、Ｇｎ＋１、Ｇｎ＋２、Ｇｎ＋３は、相互に交差して、多数の
ピクセルＰ１～Ｐ８を定義することができる。例えば、第１データ配線Ｄｎ及び第２デー
タ配線Ｄｎ＋１と、第１ゲート配線Ｇｎ及び第２ゲート配線Ｇｎ＋１とによって区画され
た領域には、二つのピクセルである第２ピクセルＰ２及び第３ピクセルＰ３が配置される
。すなわち、第１ゲート配線Ｇｎ及び第２ゲート配線Ｇｎ＋１の間に、第２ピクセルＰ２
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及び第３ピクセルＰ３が配置される。
【００２７】
　各ピクセルＰ１～Ｐ８には、薄膜トランジスタ及び薄膜トランジスタと電気的に繋がっ
たピクセル電極１４０が配置されている。
【００２８】
　薄膜トランジスタは、ゲート配線Ｇｎ、Ｇｎ＋１、Ｇｎ＋２、Ｇｎ＋３から分岐したゲ
ート電極、ゲート絶縁膜を間にしてゲート電極と重なった半導体パターン、半導体パター
ン上に配置されてデータ配線Ｄｎ、Ｄｎ＋１と電気的に繋がったソース電極、及び半導体
パターン上に配置されてソース電極と離隔されたドレーン電極を含む。
【００２９】
　ここで、同一ラインに属した、例えば、第１ピクセルＰ１、第２ピクセルＰ２、第３ピ
クセルＰ３及び第４ピクセルＰ４は、薄膜トランジスタを通じて隣接した第１ゲート配線
Ｇｎ及び第２ゲート配線Ｇｎ＋１に交互に繋がるようになる。すなわち、第１ゲート配線
Ｇｎ及び第２ゲート配線Ｇｎ＋１間にライン方向に形成される第１ピクセルＰ１、第２ピ
クセルＰ２、第３ピクセルＰ３及び第４ピクセルＰ４にそれぞれピクセル電極１４０が配
置され、薄膜トランジスタは、第１ゲート配線Ｇｎ及び第２ゲート配線Ｇｎ＋１に交互に
連結しつつ、それぞれのピクセル領域に配置されたピクセル電極１４０と電気的に連結さ
れる。
【００３０】
　この時、同一ラインに属した、例えば、第１ピクセルＰ１、第２ピクセルＰ２、第３ピ
クセルＰ３及び第４ピクセルＰ４は、電気的に接続された第１ゲート配線Ｇｎ及び第２ゲ
ート配線Ｇｎ＋１を通じて、順次、印加される走査信号によって選択されて、第１データ
配線Ｄｎ及び第２データ配線Ｄｎ＋１は、走査信号によって選択されたピクセルに画素電
圧を繰り返し供給する。よって、第１ピクセル～第４ピクセルＰ４を含む同一ライン上の
ピクセルに、半分ずつ、順次、データラインＤｎ、Ｄｎ＋１からの画素電圧を入力する。
【００３１】
　しかし、同一ラインに属した、例えば、第１ピクセルＰ１～第４ピクセルＰ４は、異な
るキックバック電圧（ΔＶｐ）を持つことができる。ここで、キックバック電圧とは、ピ
クセルに供給された画素電圧とピクセルに実質的に充電された電圧との差を言う。
【００３２】
　このように、異なるキックバック電圧は、同一ラインに属したピクセル中、半分が自体
の一側と隣接したゲートラインに接続されたピクセル電極を含み、残りのピクセルが自体
の他側と隣接したゲートラインに接続されたピクセル電極を含むことによって印加される
。例えば、第１ピクセル～第４ピクセルＰ４の中で、第１ゲート配線Ｇｎと隣接するピク
セル電極１４０を持つ第２ピクセルＰ２及び第４ピクセルＰ４と、第２ゲート配線Ｇｎ＋
１と隣接するピクセル電極１４０を持つ第１ピクセルＰ１及び第３ピクセルＰ３とは、異
なるキックバック電圧を持つ。
【００３３】
　すなわち、第１ゲート配線Ｇｎと第１ピクセルＰ１及び第３ピクセルＰ３のピクセル電
極１４０との間に形成される寄生キャパシタンスと、第２ゲート配線Ｇｎ＋１と第２ピク
セルＰ２及び第４ピクセルＰ４のピクセル電極１４０との間に形成される寄生キャパシタ
ンスとの差が発生することで、同一ラインに属したピクセルに発生するキックバック電圧
の差が発生する。これにより、液晶表示装置は、フリッカー現象及び色感の差のような画
質が低下することがある。
【００３４】
　各ピクセルＰ１～Ｐ８のキックバック電圧の差を減らすためには、ゲート配線Ｇｎ、Ｇ
ｎ＋１、Ｇｎ＋２、Ｇｎ＋３と隣接するピクセル電極１４０の間に発生する寄生キャパシ
タンスを減らさなければならない。
【００３５】
　このためには、ゲート配線Ｇｎ、Ｇｎ＋１、Ｇｎ＋２、Ｇｎ＋３と各ピクセルＰ１～Ｐ
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８に配置されたピクセル電極１４０との間隔を増加させることが考えられるが、これによ
り開口率が低下することがある。
【００３６】
　従って、開口率の減少を防止した上で、ゲート配線Ｇｎ、Ｇｎ＋１、Ｇｎ＋２、Ｇｎ＋
３と隣接するピクセル電極１４０の間に発生する寄生キャパシタンスを減らすために、ゲ
ート配線Ｇｎ、Ｇｎ＋１、Ｇｎ＋２、Ｇｎ＋３と隣接するピクセル電極１４０上に補償電
極１３０を形成する。補償電極１３０は、ピクセル電極１４０と絶縁膜を間にして重なる
。この時、補償電極１３０は、ピクセル電極１４０のエッジ部を覆うようにする。補償電
極１３０は、フローティングされていることがある。よって、補償電極１３０は、ゲート
配線Ｇｎ、Ｇｎ＋１、Ｇｎ＋２、Ｇｎ＋３と隣接するピクセル電極１４０の間に配置され
、その間で発生する電界を遮蔽することによって、ゲート配線Ｇｎ、Ｇｎ＋１、Ｇｎ＋２
、Ｇｎ＋３と隣接するピクセル電極１４０の間に発生する寄生キャパシタンスの形成を減
少或いは防止する役割をする。
【００３７】
　また、補償電極１３０は、ゲート配線Ｇｎ、Ｇｎ＋１、Ｇｎ＋２、Ｇｎ＋３を間にして
、相互に隣り合うピクセル電極１４０の間の寄生キャパシターの形成を防止することがで
きる。
【００３８】
　補償電極１３０は、ゲート配線Ｇｎ、Ｇｎ＋１、Ｇｎ＋２、Ｇｎ＋３及びデータ配線Ｄ
ｎ、Ｄｎ＋１のうち、どれか１つと同一層に配置されることができる。
【００３９】
　補償電極１３０がゲート配線Ｇｎ、Ｇｎ＋１、Ｇｎ＋２、Ｇｎ＋３と同一層に配置され
る場合、絶縁膜は、ゲート絶縁膜１１０と保護膜１２０で構成されることがある。これに
より、補償電極１３０を、第１基板１００上に配置させることができる。補償電極１３０
は、ゲート配線Ｇｎ、Ｇｎ＋１、Ｇｎ＋２、Ｇｎ＋３と同一材質で構成することができる
。
【００４０】
　一方、補償電極１３０がデータ配線Ｄｎ、Ｄｎ＋１と同一層に配置される場合、図２ｂ
に図示さているように、絶縁膜は、保護膜１２０で構成されることがある。これにより、
補償電極１３０を、ゲート絶縁膜１１０上に配置させることができる。補償電極１３０は
、データ配線Ｄｎ、Ｄｎ＋１と同一材質で構成することができる。
【００４１】
　よって、補償電極１３０は、ゲート配線Ｇｎ、Ｇｎ＋１、Ｇｎ＋２、Ｇｎ＋３及びデー
タ配線Ｄｎ、Ｄｎ＋１のうち、どれか１つを形成する工程と一緒に形成されるように設計
することによって、補償電極１３０を形成するための別途の工程を追加しなくても良い。
【００４２】
　更に、データ配線Ｄｎ、Ｄｎ＋１によって２列ごとに分割されたピクセルの間に、デー
タ配線Ｄｎ、Ｄｎ＋１と平行する共通配線Ｃｎ、Ｃｎ＋１、Ｃｎ＋２を配置させることが
できる。共通配線Ｃｎ、Ｃｎ＋１、Ｃｎ＋２は、データ配線Ｄｎ、Ｄｎ＋１と同一層、例
えば、ゲート絶縁膜１１０上に配置させることができる。
【００４３】
　共通配線Ｃｎ、Ｃｎ＋１、Ｃｎ＋２は、保護膜１２０を間にしてピクセル電極１４０と
重なることでストレージキャパシターを形成するストレージ電極部１２５を具備すること
ができる。
【００４４】
　図面には示されてないが、第２基板の内側面に、特定の波長をフィルタリングするカラ
ーフィルタパターンと、ピクセル電極１４０と液晶を駆動するための電界を形成する共通
電極とを配置させることができる。また、ストレージ電極部１２５は、共通配線Ｃｎ、Ｃ
ｎ＋１、Ｃｎ＋２と平行に配置され、補償電極１３０とは互いに垂直に配列される。
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【００４５】
　よって、本発明の実施例による液晶表示装置は、データ配線を従来に比べて半分に減少
させることができ、製造費用を減らすことができる。
【００４６】
　また、本発明の実施例による液晶表示装置は、補償電極を具備することで、ゲート配線
とピクセル電極との間に形成される寄生キャパシタンスを減らすことができる。よって、
液晶表示装置の全てのピクセルに、一定のキックバック電圧を持たせることができ、液晶
表示装置の画質不良を防止することができる。
【００４７】
　本発明の実施例で、各ピクセルに配置された薄膜トランジスタは、ジグザグの形態で配
列させた例で説明したが、これに限定されるのではなく、多様な形態で配列させることが
できる。
【００４８】
　図３ａ及び図３ｂは、本発明の第２実施例による液晶表示装置を説明するために図示し
た図面である。図３ａは、本発明の第２実施例による液晶表示装置の一部のピクセルを図
示した平面図である。図３ｂは、図３ａに図示されたＩＩ－ＩＩ’ラインに沿って切断し
た断面図である。本発明の第２実施例は、補償電極及び共通配線を除いて、前で説明した
本発明の第１実施例による液晶表示装置と同一構成を持つ。よって、本発明の第２実施例
では、本発明の第１実施例と重なる説明は、省略することにして、同一構成に対しては、
同一参照符号を付与する。
【００４９】
　図３ａ及び図３ｂを参照すれば、液晶表示装置は、多数のピクセルが定義された第１基
板１００を含む。第１基板１００上に、多数のピクセルを２列ごとに分割する多数のデー
タ配線を具備することで、本発明の第２実施例の液晶表示装置は、同じ解像度を持つ従来
の液晶表示装置に比べて、データ配線の数を半分に減らすことができる。
【００５０】
　液晶表示装置は、ピクセル電極１４０とゲート配線Ｇｎ、Ｇｎ＋１、Ｇｎ＋２、Ｇｎ＋
３との間の寄生キャパシタンスを減らすための補償電極２３０を含む。よって、液晶表示
装置の全てのピクセルに、一定のキックバック電圧を持たせることができ、液晶表示装置
の画質不良を防止することができる。
【００５１】
　液晶表示装置は、ゲート配線Ｇｎ、Ｇｎ＋１、Ｇｎ＋２、Ｇｎ＋３と平行する共通配線
Ｃｎ、Ｃｎ＋１を含む。共通配線Ｃｎ、Ｃｎ＋１は、ゲート配線Ｇｎ、Ｇｎ＋１、Ｇｎ＋
２、Ｇｎ＋３と同一層に同一材質で構成することができる。
【００５２】
　共通配線Ｃｎ、Ｃｎ＋１は、絶縁膜、例えば、ゲート絶縁膜１１０及び保護膜１２０の
二重膜を間にして、ピクセル電極１４０と重なることでストレージキャパシターを形成す
るストレージ電極部２２５を具備する。ストレージ電極部２２５は、ピクセル電極１４０
のエッジ部に配置させることができる。
【００５３】
　ストレージ電極部２２５は、補償電極２３０と一体で構成することができる。すなわち
、補償電極２３０は、共通配線Ｃｎ、Ｃｎ＋１と一体で構成することができる。よって、
補償電極２３０は、ピクセル電極１４０とゲート配線Ｇｎ、Ｇｎ＋１、Ｇｎ＋２、Ｇｎ＋
３との間に形成された寄生キャパシタンスを減少させ、各ピクセルＰ１～Ｐ８にストレー
ジキャパシターを形成することができる。
【００５４】
　よって、本発明の第２実施例による補償電極２３０は、共通配線Ｃｎ、Ｃｎ＋１と一体
で形成でき、ピクセル電極１４０とゲート配線Ｇｎ、Ｇｎ＋１、Ｇｎ＋２、Ｇｎ＋３との
間に形成された寄生キャパシタンスを減少させると同時に、各ピクセルＰ１～Ｐ８に画素
電圧を充電する役割を同時に行うことができる。
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【００５５】
　図４ａ及び図４ｂは、本発明の第３実施例による液晶表示装置を説明するために図示し
た図面である。図４ａは、本発明の第３実施例による液晶表示装置の一部のピクセルを図
示した平面図である。図４ｂは、図４ａに図示されたＩＩＩ－ＩＩＩ’ラインに沿って切
断した断面図である。本発明の第３実施例は、連結パターンを除いて、前で説明した本発
明の第２実施例による液晶表示装置と同一構成を持つ。よって、本発明の第３実施例は、
本発明の第２実施例と重なる説明は、省略することにして、同一構成に対しては、同一参
照符号を付与する。
【００５６】
　図４ａ及び図４ｂを参照すれば、液晶表示装置は、ピクセル電極１４０とゲート配線Ｇ
ｎ、Ｇｎ＋１、Ｇｎ＋２、Ｇｎ＋３との間の寄生キャパシタンスを減らすための補償電極
２３０を含む。補償電極２３０は、ゲート配線Ｇｎ、Ｇｎ＋１、Ｇｎ＋２、Ｇｎ＋３と平
行する共通配線Ｃｎ、Ｃｎ＋１と一体で構成することができる。
【００５７】
　共通配線Ｃｎ、Ｃｎ＋１は、各ピクセルを横断しつつ配置させることができる。すなわ
ち、共通配線Ｃｎ、Ｃｎ＋１は、データ配線Ｄｎ、Ｄｎ＋１を間にして隣り合う２つのピ
クセルの間に配置される。
【００５８】
　連結パターン２５０は、ゲート配線Ｇｎ、Ｇｎ＋１、Ｇｎ＋２、Ｇｎ＋３を間にして相
互に隣接して配置されたストレージ電極部２２５を相互に電気的に連結させる。ゲート配
線Ｇｎ、Ｇｎ＋１、Ｇｎ＋２、Ｇｎ＋３を間にして相互に隣接した共通配線Ｃｎ、Ｃｎ＋
１は、連結パターン２５０によって相互に電気的に連結させることができる。共通配線Ｃ
ｎ、Ｃｎ＋１は、メッシュ形態を持つことができる。よって、共通配線Ｃｎ、Ｃｎ＋１の
抵抗値を下げることができ、共通配線Ｃｎ、Ｃｎ＋１のストレージ電極部２２５とピクセ
ル電極１４０との間に形成されるストレージキャパシターのキャパシタンスを向上させる
ことができる。
【００５９】
　連結パターン２５０は、ピクセル電極１４０と同一層上に配置させることができる。ま
た、ピクセル電極１４０と同一材質で構成することができる。よって、連結パターン２５
０は、ピクセル電極１４０と同一工程で形成されるように設計することによって、別途の
工程の追加なしにストレージキャパシターのキャパシタンスを向上させることができる。
【００６０】
　本発明の第３実施例で、共通配線Ｃｎ、Ｃｎ＋１のメッシュ単位は、８個のピクセル、
例えば、第１ピクセルＰ１～第８ピクセルＰ８を含むもので説明したが、これに限定され
るのではない。例えば、共通配線Ｃｎ、Ｃｎ＋１のメッシュ単位は、２つのピクセルまた
は、４つのピクセルを含むこともできる。
【００６１】
　上述したように、本発明の液晶表示装置は、１つのデータ配線に２列分のピクセルが接
続されることによって、従来に比べてデータ配線数を半分に減らすことができると共に、
データＩＣの数も減るようになり、液晶表示装置の製造費用を減らすことができる。
【００６２】
　また、本発明の液晶表示装置は、絶縁膜を間にしてゲート配線と隣接したピクセル電極
の一部と重なる補償電極を具備することによって、ゲート配線とピクセル電極との間に形
成される寄生キャパシタンスを減らすことができる。よって、液晶表示装置の全てのピク
セルに、一定のキックバック電圧を持たせることができ、液晶表示装置の画質不良を防止
することができる。
【００６３】
　また、本発明の液晶表示装置の補償電極は、ゲート配線、データ配線、共通配線のうち
のどれか１つと同一層に形成することによって、補償電極を形成するための別途の工程を
追加しなくても良い。
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【００６４】
　また、本発明の液晶表示装置の補償電極は、共通配線と一体で形成し、共通配線は、メ
ッシュタイプに形成することによって、共通配線の抵抗値を下げることができる。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】従来液晶表示装置の概略的な平面図である。
【図２ａ】本発明の第１実施例による液晶表示装置の一部のピクセルを図示した平面図で
ある。
【図２ｂ】図２ａに図示されたＩ－Ｉ’に沿って切断した断面図である。
【図３ａ】本発明の第２実施例による液晶表示装置の一部のピクセルを図示した平面図で
ある。
【図３ｂ】図３ａに図示されたＩＩ－ＩＩ’線に沿って切断した断面図である。
【図４ａ】本発明の第３実施例による液晶表示装置の一部のピクセルを図示した平面図で
ある。
【図４ｂ】図４ａに図示されたＩＩＩ－ＩＩＩ’線に沿って切断した断面図である。
【符号の説明】
【００６６】
　１００　第１基板、１１０　ゲート絶縁膜、１２０　保護膜、１３０、２３０　補償電
極、１４０　ピクセル電極、１２５、２２５　ストレージ電極部、Ｄｎ、Ｄｎ＋１　デー
タ配線、Ｇｎ、Ｇｎ＋１、Ｇｎ＋２、Ｇｎ＋３　ゲート配線。

【図１】 【図２ａ】

【図２ｂ】
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【図３ｂ】

【図４ａ】

【図４ｂ】
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